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第１ 請求の概要と受理 

 

１ 請求人 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｄ 

 

 

Ｅ 

 

 

Ｆ 

 

 

Ｇ 

 

 

Ｈ 

 

 

２ 請求書の提出 

令和７年９月１日 

 

３ 請求の概要 

請求人が提出した杉並区職員措置請求書及び事実証明書は別紙１のとおりで

あり、措置請求の概要は次のとおりである。 

 

(１) 請求の趣旨 

杉並区長（以下「区長」という。）が区職員（以下「職員」という。）に対

して行った政治活動への従事指示について、当該職員の政治活動従事が勤務

時間内であった場合、違法・不当な行為であるため、当該人件費について、

区長に対して損害賠償請求を行うこと。 
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(２) 請求の理由 

区長が、職員に区長の選挙公約である「さとこビジョン」について、杉並

区長選挙当選後２年間での達成状況の精査・取りまとめ・区公式ホームペー

ジにおいて公表を行わせていたことが、令和６年第３回杉並区議会定例会決

算特別委員会における複数議員の質疑によって確認されている。 

区長の選挙公約が杉並区（以下「区」という。）の行政計画ではないことは、

同委員会における質疑で区が認めており、区長の選挙公約である「さとこビ

ジョン」は、政治家岸本聡子氏の私的な政治活動の一端に過ぎず、行政が関

与する類のものでないことが明白であるが、区長は職員に対して、政治活動

である自身の選挙公約の達成状況の調査を職務として補佐させている。 

職員は、政治的目的のためにその地位を利用して活動してはならないとさ

れているが、区長の指示によりこれに従事した場合は、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第36条（政治的行為の制限）に明確に違反する行為であ

る。 

区長の違法な政治的活動への指示は、区長の公的地位を私的に利用した行

為であり、組織的にも問題が大きく、行政への信頼を損ねる重大な行為と言

える。 

区長が自身の優越的立場を利用し、職員が不本意にも指示に従わざるを得

ない状況を作っていたのであれば、明確なパワーハラスメントに該当し、職

員の労働環境の侵害にもあたる。 

その上で、区長が職員を勤務時間中に政治活動に従事させていた場合、そ

の時間に支払われた人件費等は本来の行政目的から逸脱した支出であり、不

当利得・損害にあたる。 

 

４ 請求の受理 

本件監査請求については、令和７年９月16日の監査委員会議において、監査委

員４名（池田美英監査委員、内山忠明監査委員、若原文安監査委員及び吉田あい

監査委員）の合議により、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条所定の要件

を具備しているものと認め、受理することに決定し、請求人には、同日付けの文

書によりこの旨を通知した。 
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第２ 監査の実施 

 

１ 証拠の提出及び陳述の機会の付与 

地方自治法第242条第７項の規定に基づき、令和７年９月24日を提出期限とし

て、請求人に証拠及び陳述書の提出の機会を付与したが、いずれも提出されなか

った。 

なお、請求人の陳述聴取については、同年９月１日に、請求が受理された場合

の陳述聴取について確認したところ、請求人から陳述は行わない旨の回答があっ

たため、同年９月16日に本件監査においては実施しないことに決定した。 

 

２ 監査対象事項 

請求人は、区長が職員に対して行った政治活動への従事指示について、その従

事が勤務時間内であった場合、支払われた人件費は本来の行政目的から逸脱した

支出であると主張していることから、請求人が政治活動と主張する職務に従事し

ている期間の人件費の支出の違法性又は不当性の有無等を調査し、それらを踏ま

えて監査結果を導くこととした。 

なお、財務会計上の行為である公金の支出は、具体的には、支出負担行為（地

方自治法第232条の３）及び支出命令（同法第232条の４）がされた上で、支出（狭

義の支出）されるものであるところ、本件監査請求は、政治活動従事が勤務時間

内であった場合、違法・不当な行為であると主張するのみで、公金の支出を構成

する支出負担行為、支出命令及び支出（狭義の支出）を明確に区別しないでなさ

れていることから、これらを合わせて監査請求の対象としているものと解するこ

ととした。 

その上で、監査対象とする人件費の支出について、以下のとおり整理して監査

を行った。 

請求人は、区長が職員に指示して、区長の選挙公約である「さとこビジョン」

達成状況の精査、取りまとめること並びに当該結果を区公式ホームページにおい

て公表を行わせていたこと（以下「本件職務」という。）が、違法ないし不当な政

治活動への従事指示に当たると主張していることから、本件監査請求では、「区

長公約（さとこビジョン）達成状況のご報告 令和６年６月末現在」（以下「達成

状況報告書」という。）の作成から区公式ホームページに掲載した期間までの支

出（財務会計上の行為）を監査請求の対象と解することとする。 

なお、請求人は、「当該職員の政治活動従事が勤務時間内であった場合、違法・

不当な行為である」とし、人件費についての詳細な記載がないため、杉並区職員

の給与に関する条例（昭和50年杉並区条例第９号。以下「給与条例」という。）

第２条第１項において、正規の勤務時間による勤務に対する報酬を「給料」と定

めていることから、請求人が主張する人件費については、当該給料のことを指す

ものと解して、以下、本件職務に従事した期間に職員に支給された給料について

判断を行うこととする。 

職員が本件職務に従事した期間は、後述する「第３ 審議の結果 １ 事実認定」

（以下「事実認定」という。）(５)②から⑥までの期間(令和６年５月９日から同
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年９月20日まで)と解することができる。 

給与条例第７条第１項において、給料は、月の１日から末日までの期間（以下

「給与期間」という。）につき、給料月額の全額を月１回に支給するとされてい

る。また、杉並区職員の給与に関する条例施行規則（昭和50年杉並区規則第17号。

以下「給与条例施行規則」という。）第２条では、給与条例第７条第２項に規定

する給料の支給日は15日としており、15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日（以下「日曜日等」という。）に

当たるときの支給日は、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日としてい

る。 

そして、以下の表のとおり公金（給料）が支出されていた。 

表１ 

年 対象月 支出負担行為決裁日 支出命令決裁日 支給日 

令

和

６

年 

５月分給料 ５月７日 ５月７日 ５月15日 

６月分給料 ６月６日 ６月６日 ６月14日 

７月分給料 ７月４日 ７月４日 ７月12日 

８月分給料 ８月６日 ８月６日 ８月15日 

９月分給料 ９月５日 ９月５日 ９月13日 

 

財務会計上の行為を対象とする監査請求は、地方自治法第242条第２項本文の

規定により、「当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは、

これをすることができない」とされている。 

そして、財務会計上の行為である公金の支出を構成する支出負担行為、支出命

令及び支出（狭義の支出）については、最高裁判所平成14年７月16日判決におい

て、「地方自治法242条２項本文所定の監査請求期間は、それぞれの行為のあった

日から各別に計算すべきものである」と解されていることから、本件監査請求に

おいては、上記表１のとおり、令和６年５月から同年８月までの給料の支出につ

いて、当該行為のあった日からいずれも１年以上経過しているため、却下を相当

とする。 

なお、住民監査請求の対象となる事項は、同条第１項により、違法若しくは不

当な財務会計上の行為又は怠る事実としていることから、請求人の主張するパワ

ーハラスメントや職員の労働環境への影響に関しては、財務会計上の行為ではな

いため、その事実の有無の確認及びその当否を含め、監査の対象とはしなかった。 
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３ 対象部局とその抗弁要旨 

政策経営部企画課並びに総務部職員厚生担当及び人事課を本件監査の対象部

局とし、区長の抗弁書（以下「抗弁書」という。）の提出を求め、令和７年９月24

日付けでその提出を受けるとともに、同年９月29日に説明聴取を行った。 

抗弁書（別紙２）の要旨は、次のとおりである。 

 

(１) 職員への給料の支給の適法性 

本件監査請求における「人件費」の定義については判然としないが、ここ

では職員の給与に関する事項を定めた給与条例及び給与条例施行規則に基

づく「給料」の支給について述べる。 

① 給与条例及び給与条例施行規則における定義 

ア 給料 

給料は、地方自治法において、労務に対する対価と解され、給与条

例第２条第１項において、「勤務時間条例第２条、第３条第１項及び第

２項並びに第５条第１項に規定する正規の勤務時間による勤務に対す

る報酬」と規定している。つまり、給料とは、職員が職務遂行を果た

すために行った勤務に対する対価として支給されるものである。 

イ 給料の支給方法 

給料の支給方法については、給与条例第７条第１項及び第２項におい

て「給料は、月の１日から末日までの期間（以下「給与期間」という。）

につき、給料月額の全額を月１回に支給する。給料の支給日は、給与期

間のうち区長の定める日とする。」と規定し、さらに給与条例施行規則

第２条第１項において「日曜日等に当たるときの支給日は、その日前の

その日に最も近い日曜日等でない日とする。」としている。 

② 令和６年９月分の支払について 

地方自治法第242条第２項において、財務会計上の行為のあった日又は

終わった日から１年を経過したときは、住民監査請求をすることができな

い、とされていることから、本件監査請求の対象範囲である同年９月に支

給した給料について述べる。 

当該支給は、９月分給与として、同年９月１日から９月30日までの間の

正規の勤務時間による勤務について、総務部職員厚生担当課長を決裁権者

として支出負担行為及び支出命令（決裁日はいずれも同年９月５日）を行

い、同年９月13日（15日が日曜日に当たったため、給与条例施行規則に基

づく15日に最も近い日曜日等でない日）に職員へ口座振込により支給した

ものである。 

③ 支払の適法性について 

以上のとおり、令和６年９月の職員への給料支払は、後述する(２)から

(４)のとおり職員が職務として行った勤務に対して、給与条例及び給与条

例施行規則に基づき、適法適切に行ったものであり、違法不当な支出には
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あたらない。 

 

(２) 区長の選挙公約の行政的性質 

区長の選挙公約は、選挙の際には候補者として有権者に約束した、区政で

実現したい取組や目標であるが、当選後は、区長による行政運営の指針とし

て機能するものである。区長の選挙公約は単なる私的な政治活動ではなく、

行政運営や行政計画と密接に関連する性質を有しており、補助機関である職

員がこれを受け止め、各種計画等に反映させる等の進捗管理を行うことは、

行政として通常の対応と考える。 

また、分掌事務として政策経営部は「行財政の総合的な調査、計画及び調

整並びに予算に関すること」を所掌している。部内の企画課は「基本構想及

び総合計画等に関すること」及び「事務事業に関する総合的な調整及び調査

に関すること」を所掌しており、各部の横断的な事項について取りまとめを

行う役割を担っている。  

このため、区長の選挙公約の内容を整理し、関係部署と調整の上、その進

捗状況を確認し、計画等に反映させる業務を企画課が担うことも、行政運営

上合理的な対応であると考える。 

また、平成23年11月11日衆議院浅野貴博議員の第45回衆議院議員総選挙並

びに第22回参議院議員通常選挙における民主党公約と政府の施策との関係

に関する質問主意書の質問に対する内閣答弁（衆質179第25号）においても、

選挙公約について行政がその実現に向けて誠実に取り組むことが基本であ

るとされており、その時々の経済社会情勢や国際情勢の変化、政策の優先順

位等を踏まえ、適切に対応していくことは、行政として当然の職務であると

位置づけられている。 

 

(３) 達成状況報告書公表の適法性 

地方公務員法第36条は公務員の政治的行為を制限しているが、対象となる

のは「選挙運動」「政党活動」など、政治的目的をもった行為である。本件は

選挙活動ではなく、行政運営の一環としての政策評価・報告であり、政治的

目的をもった行為には該当しないと認識している。 

すなわち、達成状況報告書の公表は、事実の整理に基づくものであり、選

挙運動や投票依頼に該当するものではない。 

また、他自治体（例：東京都北区、茨城県つくば市、北海道札幌市、愛知

県一宮市など）でも、首長公約の達成状況を行政として公表している。 

 

(４) 達成状況報告書公表の行政的必要性 

達成状況報告書の公表は、区として行政運営の一環として職員が職務とし

て行ったものであり、区政運営の透明性向上と住民への説明責任を果たすた

めのものである。 

なお、達成状況報告書の公表は、令和４年９月28日に令和４年第３回杉並

区議会定例会総務財政委員会へ報告した「杉並区総合計画等の修正に関する
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基本方針」や、令和５年６月12日に令和５年第２回杉並区議会定例会総務財

政委員会へ報告した「杉並区総合計画等の改定に関する基本方針」に基づき、

計画に反映させる等、行政的対応として業務を遂行しており、これは、区長

の選挙公約（さとこビジョン）の実現に向けて、計画への反映状況を適宜把

握し、必要に応じて修正・見直しを行うなど、行政として対応しているもの

であり、結果としてその進行状況を管理する役割も果たしている。 

 

(５) その他の補足 

パワーハラスメントや職員の労働環境への影響については、本件財務会計

上の行為の違法性とは関係しないため、抗弁の対象外とした。 
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第３ 審議の結果 

 

１ 事実認定 

(１) 杉並区長選挙及びさとこビジョン掲載状況について 

① 令和４年５月28日付けで、岸本さとこ公式サイトに「さとこビジョン Ver.

０」が掲載された。 

② 令和４年６月12日に、杉並区選挙管理委員会が杉並区長選挙及び杉並区

議会議員補欠選挙を告示した。 

また、同日付けで、同サイトに「さとこビジョン Ver.１」が掲載された。 

③ 令和４年６月13日付けで、同サイトに「さとこビジョン Ver.２」が掲載

された。 

④ 令和４年６月18日付けで、同サイトに「さとこビジョン Ver.３」が掲載

された。なお、さとこビジョンは Ver.３を最終版としており、達成状況報

告書は、これを基にして作成されている。 

⑤ 令和４年６月19日に、杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙が執行

された。 

⑥ 令和４年６月20日に、杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙の開票

が行われ、杉並区長選挙については、岸本聡子氏が当選した。 

 

(２) 令和４年度における杉並区総合計画等の一部修正について 

① 令和４年７月11日に、岸本聡子氏が杉並区長に就任した。 

② 令和４年７月12日から同年７月20日までの間に、各部の事業や課題等が

区長に説明されるとともに、区長の選挙公約（さとこビジョン）の実現に

向けた課題整理が行われた。 

③ 令和４年８月23日に、経営会議（区政の最高方針及び重要施策等を審議

決定するとともに重要な事項の調整を行うことを目的とした会議をいう。

以下同じ。）において、「杉並区総合計画等の修正に関する基本方針につい

て」が付議された。 

 その要旨は、令和４年度を始期として策定した杉並区総合計画・杉並区

実行計画・杉並区区政経営改革推進計画・杉並区協働推進計画・杉並区デ

ジタル化推進計画・杉並区区立施設再編整備計画（以下「総合計画等」と

いう。）について、令和４年度については、新区長就任に伴う区長の選挙

公約（さとこビジョン）等を踏まえ、早急に対応を要する内容に関して修

正を行うことが決定された。 

 また、同修正については、新区長の就任に伴う計画の「重要な改定」と

位置づけるべきであるとし、杉並区区民等の意見提出手続に関する条例

（以下「パブコメ条例」という。）に基づく区民等の意見提出手続を実施

することがあわせて決定された。 

 令和４年度の総合計画等の修正内容は以下のとおりである。 
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・ 令和５年度から新たな取組として計画に盛り込み開始すべき内容

【新規の取組】 

・ 現総合計画等に掲げている取組のうち、区長の選挙公約（さとこビ

ジョン）等に基づく方針の下、令和５年度以降の取組を早期に修正

する必要があるもの【取組の修正】 

・ 現総合計画等に掲げている取組のうち、区長の選挙公約（さとこビ

ジョン）等に基づき、取組の方向性についてあらためて検証を行う

もの【検証の実施】 

④ 令和４年９月28日に、令和４年第３回杉並区議会定例会総務財政委員会

にて、「杉並区総合計画等の修正に関する基本方針について」が報告され

た。 

⑤ 令和４年11月28日に、杉並区議会全員協議会において、杉並区実行計画、

杉並区区政経営改革推進計画、杉並区協働推進計画、杉並区デジタル化推

進計画及び杉並区区立施設再編整備計画（第２期）・第１次実施プラン（以

下「実行計画等」という。）の一部修正案について説明がされた。 

全員協議会の配布資料には、実行計画等について、区長の選挙公約（さ

とこビジョン）等を踏まえ修正された事業が記載されていた。 

・ 杉並区実行計画(第１次)       13事業 

・ 杉並区区政経営改革推進計画(第１次)        12事業 

・ 杉並区協働推進計画(第１次)              ３事業 

・ 杉並区デジタル化推進計画(第１次)            ２事業 

・ 杉並区区立施設再編整備計画(第２期)・第１次実施プラン ７事業 

⑥ 令和４年12月１日から令和５年１月４日の間に、実行計画等の一部修正

案に対する区民等の意見提出手続がパブコメ条例に基づき実施された。 

⑦ 令和５年１月27日に、経営会議で、実行計画等の一部修正について付議、

決定された。 

⑧ 令和５年２月１日に、杉並区議会議会運営委員会にて、区長から実行計

画等の一部修正の内容が令和５年度予算に関連することから、令和５年第

１回杉並区議会定例会中に報告することが説明された。 

 これを受け、同議会運営委員会にて、同年２月15日の杉並区議会予算特

別委員会で説明を受け、質疑は同年３月２日からの同予算特別委員会の中

で令和５年度予算案の審議とあわせて行うことが決定された。 

⑨ 令和５年２月15日に、令和５年第１回杉並区議会定例会予算特別委員会

にて、実行計画等の一部修正が報告された。 

⑩ 令和５年３月15日に、令和５年第１回杉並区議会定例会本会議で、一部

修正された実行計画等を反映した令和５年度予算が可決された。 

 

(３) 令和５年度における総合計画等の改定について 

① 令和５年４月17日に、経営会議において「杉並区総合計画等の改定に関

する基本方針」が付議され、区長の選挙公約（さとこビジョン）において
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示された取組の実現や、区民参画に基づく対話協調型区政の更なる推進等

を念頭に置き、令和６年度に実施することとしていた改定を１年前倒しし、

令和５年度に実施していくことが決定された。 

② 令和５年６月12日に、令和５年第２回杉並区議会定例会総務財政委員会

にて、「杉並区総合計画等の改定に関する基本方針について」が報告され

た。 

③ 令和５年10月30日に、杉並区議会全員協議会において、総合計画等の改

定案が説明された。 

④ 令和５年10月31日から同年12月４日までの間に、総合計画等の改定案に

対する区民等の意見提出手続が、パブコメ条例に基づき実施された。 

⑤ 令和６年１月30日に、経営会議にて、「総合計画等の改定について」が付

議され、決定された。 

⑥ 令和６年２月１日に、杉並区議会議会運営委員会にて、区長から総合計

画等の改定内容について、令和６年第１回杉並区議会定例会中に報告する

ことが説明された。 

 これを受け、同議会運営委員会にて、同年２月19日の令和６年第１回杉

並区議会定例会予算特別委員会で総合計画等の改定について説明を受け、

質疑は同年３月５日からの同予算特別委員会で令和６年度予算案の審議

と合わせて行うことが決定された。 

⑦ 令和６年２月19日に、令和６年第１回杉並区議会定例会予算特別委員会

にて、「総合計画等の改定について」が報告された。 

⑧ 令和６年３月18日に、令和６年第１回杉並区議会定例会本会議で、改定

された総合計画等を反映した令和６年度予算が可決された。 

 

(４) 令和４年度、５年度における区長の選挙公約（さとこビジョン）の取組概

要に関する資料作成及び公表等について 

① 令和４年７月12日から同年７月20日までの間、各部の事業や課題等が区

長に説明されるとともに、区長の選挙公約（さとこビジョン）の実現に向

けた課題整理が行われた。（再掲） 

② 令和４年７月22日付け４杉並第22957号により、政策経営部長から各部

（次）長宛、「区長公約（いわゆる「さとこビジョン」）に向けた取組概要

調査票の作成について（依頼）」が発出され、区長の選挙公約（さとこビジ

ョン）の実現に向けた取組とスケジュールについて、以下の４区分に仕分

ける調査票の作成が依頼された。 

Ａ：令和４年度中または令和５年度当初から実現できるもの 

Ｂ：期間を区切って（概ね令和５年度までの間に）これまでの取組の検

証等を行い、今後の方針を決定すべきもの 

Ｃ：令和６年度以降を見据え、時間をかけて検討を行うべきもの 

Ｄ：すでに実施しているもの 
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③ 令和４年７月22日から同年８月１日までの間、各課において上記②の依

頼内容に基づいた調査票の作成が行われ、企画課宛に提出された。 

④ 令和４年８月から同年11月までの間、企画課で当該調査票の内容の確認

（必要に応じ所管課へ聴取）が行われた。 

⑤ 令和４年９月14日に、令和４年第３回杉並区議会定例会本会議の代表質

問において、議員から、区長は職員とのミーティングの際に資料があった

ことを所信表明で明らかにしており、通常、この種の資料は、内部資料扱

いとなり、公にされないが、当該資料は今後、区長との議論を深める上で

有効な一次資料となり得ることから、資料を議会へ提出するよう要望され

た。これを受け、区長は、個々の公約と区の取組内容との関連を分類した

資料については、わかりやすく整理した上で、議会にも提供し、区公式ホ

ームページなどを通じて区民にも公表したいと答弁した。 

⑥ 令和４年11月10日付け４杉並第42630号により、政策経営部企画課長（以

下「企画課長」という。）から総務部広報課長宛てに「「さとこビジョン」

の実現に向けた取組概要」の区公式ホームページへの掲載依頼があり、同

日、区公式ホームページで公表された。 

⑦ 令和５年１月26日付け４杉並第56645号により、企画課長から各部庶務

担当課長宛に「「さとこビジョン」の実現に向けた取組概要調査票の更新

について（依頼）」が発出され、上記④で作成された調査票の内容につい

て、現時点の進捗状況を踏まえ、再度の仕分けと取組内容の修正が依頼さ

れた。 

⑧ 令和５年１月26日から同年２月10日までの間、各課において、上記⑦の

依頼内容に基づいた調査票の修正が行われ、企画課宛に提出された。 

⑨ 令和６年２月に、議員３名から令和６年度予算審査のための資料請求が

あり、区長の選挙公約取組状況等の資料が区議会事務局経由で各議員に提

供された。 

 

(５) 達成状況報告書の作成及び公表について 

① 令和６年２月９日の令和６年第１回杉並区議会定例会本会議の代表質

問において、議員から、区長が掲げた公約と現実との整合性についてどの

ように受け止めているか、また、区民に対し、そのことをどのように発信

していくかと質問があり、区長は、「７月には就任から２年の折り返し地

点を迎えますが、その時点で一旦整理をして、しかるべき方法で区民の皆

様へお示ししたいと考えております」と答弁した。 

② 令和６年５月９日に、上記①の区長答弁を踏まえ、令和６年５月９日付

け６杉並第8333号により、企画課長から各部庶務担当課長宛に「区長公約

（さとこビジョン）の達成状況調査について（依頼）」が発出され、令和６

年６月末時点の達成状況を以下の８区分に仕分ける調査票の作成が依頼

された。 

ア：岸本区長就任（令和４年７月）以前にすでに実施しているもの 
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イ：令和５年度までに実現したもの 

ウ：令和６年度６月末までに実現したもの 

エ：令和６年度６月末までに一部実現したもの 

オ：令和６年度末までに実現が見込まれるもの 

カ：令和６年度末までに一部実現が見込まれるもの 

キ：実現に向けて引き続き検討するべきもの 

ク：公約どおりの実現は難しいものの代替方法により実施するもの 

③ 令和６年５月９日から同年５月24日までの間に、各課において、上記（４）

⑦の依頼内容に基づいた調査票の作成が行われ、企画課宛に提出された。 

④ 令和６年５月から同年８月までの間に、企画課で上記③で作成された調

査票の内容の確認（必要に応じ所管課へ聴取）が行われた上で、達成状況

報告書の原案を作成した。その後、企画課長が、政策経営部長、両副区長、

区長に対し、達成状況報告書の原案を報告し、内容確認を依頼した。 

 区長等からの意見、指摘を受けた企画課長は、修正案を作成し、区長等

と打合せ・調整をした上で、企画課おいて達成状況報告書を完成させた。 

⑤ 令和６年８月29日付け６杉並第29725号により、企画課長から総務部広

報課長宛てに、達成状況報告書の区公式ホームページへの掲載依頼があり、

同年８月30日に区公式ホームページで公表された。 

⑥ 令和６年９月18日付け６杉並第34584号により、企画課長から総務部広

報課長宛てに、一部修正された達成状況報告書の区公式ホームページへの

掲載依頼があり、同年９月20日に、区公式ホームページに再掲載された。 

 

(６) 給料の支出について 

令和６年５月から同年９月までの給料は、表１のとおり支出負担行為、

支出命令を経て支出され、職員に支給されていた。 

表１（再掲） 

年 対象月 支出負担行為決裁日 支出命令決裁日 支給日 

令

和

６

年 

５月分給料 ５月７日 ５月７日 ５月15日 

６月分給料 ６月６日 ６月６日 ６月14日 

７月分給料 ７月４日 ７月４日 ７月12日 

８月分給料 ８月６日 ８月６日 ８月15日 

９月分給料 ９月５日 ９月５日 ９月13日 
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２ 関係法令等の規定 

本件監査請求に関係する主な規定は、以下のとおりである。 

 

（１）地方自治法（抄） 

（地方公共団体の統轄及び代表） 

第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、こ

れを代表する。 

（事務の管理及び執行） 

第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理

し及びこれを執行する。 

（担任事務） 

第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 

(1) 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提

出すること。 

(2) 予算を調製し、及びこれを執行すること。 

(3)から(9)まで 略 

（給料、旅費及び諸手当） 

第204条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関

たる常勤の職員、委員会の常勤の委員（教育委員会にあつては、教育長）、

常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、

委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは

委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団

体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の２第

１項第２号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならな

い。 

２ 略 

３ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めな

ければならない。 

 

（２）地方公務員法（抄） 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。 

２から４まで 略 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

（給与に関する条例及び給与の支給） 

第25条 職員の給与は、前条第５項の規定による給与に関する条例に基づ

いて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金

銭又は有価物も職員に支給してはならない。 

２ 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨

で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。 

３から５まで 略 
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（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団

体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職

務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（職務に専念する義務） 

第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務

時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地

方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

（政治的行為の制限） 

第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれ

らの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるよ

うに、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方

公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、ある

いは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに

反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただ

し、当該職員の属する地方公共団体の区域（当該職員が都道府県の支庁

若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第１項の指定都市の区

若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務

所又は区若しくは総合区の所管区域）外において、第１号から第３号ま

で及び第５号に掲げる政治的行為をすることができる。 

(1) 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように

勧誘運動をすること。 

(2) 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 

(3) 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

(4) 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎

（特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同

じ。）、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定

地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用さ

せること。 

(5) 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 何人も前２項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそ

そのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前２項に規定する政

治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復とし

て、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しく

は不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 

４ 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて

不利益な取扱を受けることはない。 

５ 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共

団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保する

とともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣

旨において解釈され、及び運用されなければならない。 
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（３）杉並区自治基本条例（抄） 

（執行機関に関する基本的事項） 

第11条 執行機関は、条例、予算その他の区議会の議決に基づく事務及び

法令等に基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及

び執行しなければならない。 

（区長の責務等） 

第12条 区長は、区を代表し、地方自治法で定めるところにより、区議会

への議案の提出、予算の調製及び特別区税の賦課徴収等の事務を管理し、

及び執行する権限を有する。 

２ 区長は、区民の信託にこたえ、区の事務の管理及び執行に当たっては、

誠実に職務遂行に努めなければならない。 

３ 区長は、区の職員を適切に指揮監督するとともに、区政の課題に的確

にこたえることができる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的

な組織運営に努めなければならない。 

（執行機関の組織及び職員） 

第13条 区は、執行機関を構成する組織について、効率的かつ機動的なも

のとなるよう、常に見直しに努めなければならない。 

２ 区の職員は、全体の奉仕者として、区民本位の立場に立ち、区民等と

の協働の視点を持って、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。 

（基本構想等） 

第14条 区は、区の最上位の計画であり、区政運営の指針となる基本構想

を区議会の議決を経て定めるとともに、その実現を図るため、総合的な

施策に関する計画等（次項において「総合計画等」という。）を策定し、

総合的かつ計画的な区政運営に努めるものとする。 

２ 区は、総合計画等のうち主要なものについて、目標に対する進捗状況

の管理を行うとともに、毎年度１回、当該進捗状況を区議会に報告し、

かつ、公表しなければならない。 

（総合的な行政サービスの提供） 

第15条 区は、区民ニーズに的確かつ柔軟に対応するため、組織横断的な

調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めなければならない。 

（情報の公開及び提供） 

第17条 区は、区民等の知る権利を保障し、公正で開かれた区政の進展を

図るため、別に条例で定めるところにより、区政に関する情報を積極的

に区民等に公開し、提供することにより、区民等との情報の共有に努め

なければならない。 

（説明責任） 

第19条 区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、

区政について区民等に分かりやすく説明する責任を果たすよう努めな

ければならない。 
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（４）杉並区職員の給与に関する条例（抄） 

（給料） 

第２条 給料は、杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成10年杉並区条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）第２条、第

３条第１項及び第２項並びに第５条第１項に規定する正規の勤務時間

（第19条第３項を除き、以下「正規の勤務時間」という。）による勤務

に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当

及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）を除いたものと

する。 

２ 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。 

（給料の支給方法） 

第７条 給料は、月の１日から末日までの期間（以下「給与期間」という。）

につき、給料月額の全額を月１回に支給する。 

２ 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。 

 

（５）杉並区職員の給与に関する条例施行規則（抄） 

（給料の支給方法等） 

第２条 条例第７条第２項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただ

し、15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に定める休日（以下「日曜日等」という。）に当たるときの支

給日は、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日とする。 

２及び３ 略 

 

（６）杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（抄） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第５項

の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

２ 略 

（１週間の正規の勤務時間） 

第２条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間について38時

間45分とする。 

２から４まで 略 

（正規の勤務時間の割振り） 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日

（次条第１項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同

じ。）において、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間
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45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再

任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、

１日につき７時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振る

ものとする。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要

のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割

振りを別に定めることができる。 

３ 略 

（週休日の振替等） 

第５条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において

特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところに

より、第３条第１項又は第２項の規定により正規の勤務時間が割り振ら

れた日（以下この条において「勤務日」という。）のうち規則で定める

期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正

規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又

は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（第３条第１

項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の２分の１に相

当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。）を当

該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務すること

を命ずる必要がある日に割り振ること（以下「半日勤務時間の割振り変

更」という。）ができる。 

２ 略 

 

（７）杉並区組織条例（抄） 

（分掌事務） 

第４条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

政策経営部 

(1) 行財政の総合的な調査、計画及び調整並びに予算に関すること。 

(2) 区政情報及び電子計算組織に関すること。 

(3) 施設の建設及び保全に関すること。 

総務部～環境部 略 

 

（８）杉並区組織規則（抄） 

（政策経営部各課係等の分掌事務） 

第11条 政策経営部各課係の分掌事務は、次のとおりとする。 

企画課 

企画調整担当係長 

(1) 基本構想及び総合計画等に関すること。 

(2) 事務事業に関する総合的な調整及び調査に関すること。 

(3) 経営会議等に関すること。 

(4) 行政評価に関すること。 

(5) 区政経営改革の推進に関すること。 
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(6) 自治分権の推進に関すること。 

(7) 受託事業者等の適正な業務処理の確保及びサービスの向上に

関すること。 

(8) 特命事項に関すること。 

(9) 部の調整管理に関すること。 

(10) 部内他の課、係に属さないこと。 

公民連携担当係長 ～ 事業調整担当係長  略 

 

（９）杉並区役所処務規程（抄） 

（執行の原則） 

第２条 職員は、区民全体の奉仕員として、公務を民主的、かつ、能率的

に運営すべき責務を深く自覚し、誠実、かつ、公正に職務を執行しなけ

ればならない。 

（副区長の職責） 

第３条 副区長は、区長を補佐し、区長の命を受け政策及び企画をつかさ

どり、担任事務に従事する職員を指揮監督する。 

（部長等の任免及び職責） 

第４条 部長、室長（杉並区組織規則（昭和50年杉並区規則第９号）第８

条第２項に規定する室長をいう。以下同じ。）、担当部長、参事及び専門

参事は、区長が命ずる。この場合において、会計管理室長は、会計管理

者をもつて充てる。 

２ 部長は、区長及び担任に係る副区長（以下「担任副区長」という。）の

命を受け、その部の事務（室の事務及び担当部長の担当事務を除く。）

をつかさどり、所属職員（室に所属する職員及び担当部長の担当事務に

従事する職員を除く。）を指揮監督する。 

３ 部長は、部の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて区長及

び担任副区長に報告するものとする。 

４から９まで 略 

（課長等の任免及び職責） 

第５条 課長、担当課長及び副参事は、区長が命ずる。 

２ 課長は、部長、室長又は担当部長（以下「関係部長」という。）の命を

受け、課の事務（担当課長の担当事務を除く。）をつかさどり、所属職

員（担当課長の担当事務に従事する職員を除く。）を指揮監督する。 

３及び４ 略 

５ 課長、担当課長及び副参事は、課の事務又は担当事務の執行状況につ

き随時文書又は口頭をもつて関係部長に報告するものとする。 

（係長等の任免及び職責） 

第６条 係長、担当係長及び主査は、区長が命ずる。 

２ 係長及び担当係長は、課長又は担当課長の命を受け、係の事務又は担

任事務を処理する。 

３ 主査は、課長又は担当課長の命を受け、係の事務又は担当係長の担任

事務のうち、専門的な事務等を処理する。 
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（その他の職員の職責） 

第７条 前４条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督をうけ、その

職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。 
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３ 監査委員の見解 

地方自治法第242条第11項の規定により、住民監査請求に基づく監査及び勧告

等の決定は、監査委員の合議によるものとするとされ、合議とは、全監査委員が

協議し、最終的には 委員全員の意見が一致することとされている。本件監査請

求のうち、令和６年５月から同年８月までの給料の支出に係る請求部分を却下す

ることについては、意見が一致した。 

しかし、監査委員は、同年９月分の給料の支出に係る請求について、慎重に協

議を重ねてきたものの、「請求に理由がない」とする３名の監査委員（池田美英監

査委員、内山忠明監査委員及び若原文安監査委員）の意見と、「請求に理由があ

る」とする１名の監査委員（吉田あい監査委員）の意見に分かれ、意見の一致を

みることができず合議が調わなかった。 

参考として、監査委員の見解を以下に記載する。 

 

(１) 請求に理由がないとする監査委員の見解（池田美英監査委員、内山忠明監

査委員及び若原文安監査委員） 

① 令和６年９月分の給料の支出について 

請求人は、区長が職員を勤務時間中に政治活動へ従事させていた場合、

その時間に支払われた人件費は本来の行政目的から逸脱した支出であり、

不当利得・損害にあたると主張する。 

職員の人件費については、「第２ 監査の実施 ２ 監査対象事項」で述

べたとおり、給料と解することが相当であり、当該給料の支出については、

地方自治法第204条第１項で、「普通地方公共団体は、普通地方公共団体の

長及びその補助機関たる常勤の職員、（中略）その他の常勤の職員その他

普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法

第22条の２第１項第２号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなけ

ればならない」とされ、また、その支給方法は、同条第３項で、「給料、手

当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならな

い」とされており、区は、給与条例及び給与条例施行規則で定めている。 

給与条例第２条第１項では、給料を「杉並区職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例第２条、第３条第１項及び第２項並びに第５条第１項に

規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬」と規定している。 

令和６年９月分の給料は、同年９月１日から同年９月30日までの各職員

の正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、事実認定（６）のとお

り、支出負担行為、支出命令を経て支出されており、法令に基づき支出さ

れていた。 

また、「勤務時間」とは、労働基準法でいう労働時間に相当するものであ

り、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下

に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるも

の」とされている（平成12年３月９日最高裁判決）。この点、本件職務は、

事実認定（５）②及び後述③のとおり、企画課長がその分掌事務において、

その職責と権限のもとに行ったものであり、企画課職員については企画課
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長の職務命令を受け職務に従事したものである。また、企画課長の依頼を

受けた各課長からの命令を受け、職員が自課の所管する計画等の事業に関

して回答を行ったことについても、職務命令に基づき職務に従事したと解

することができ、令和６年９月分の給料の支出は、違法又は不当なものと

はいえない。 

なお、給料の支出は、法令に基づき定型的に行われるものであって、特

定の職務と関連付けてその一部を分離した財務会計上の行為とすること

は困難であることを付言する。 

② 区長の選挙公約と行政の関与について 

請求人は、区長の選挙公約（さとこビジョン）は政治家岸本聡子氏の私

的な政治活動の一端に過ぎず、行政が関与するものでないと主張する。 

選挙公約は「マニフェスト」とも言われ、選挙において、政党・候補者

が掲げる具体的な公約（公衆に対して政策などを約束すること）とされて

いる。 

地方自治法において、普通地方公共団体の長は、第147条で、当該普通地

方公共団体を統轄し、これを代表すること、第148条で、事務を管理し、こ

れを執行すること、また、第149条で、予算を調製し、これを執行すること

などが定められている。 

同法に定めるように普通地方公共団体の長は、広範かつ重要な職責を有

しているものであり、その裁量判断が違法又はおよそ公務と関連しないも

のであることが明らかでない限り、その判断は、選挙により住民の信託を

受けた首長がその責任において行うべきものである。 

首長が選挙公約（マニフェスト）を政策等の中に位置付け、実現に取り

組み、その進捗状況を住民に知らせることは、住民の信託に応えるもので

あり、その裁量判断が違法又はおよそ公務と関連しないものであることが

明らかでない限り、違法又は不当性は認められない。 

また、職員が首長の補助機関として、その実務を担うことは当然であり、

違法又は不当性は認められない。 

③ 本件職務について 

請求人は、区長は職員に対して、区の計画ではない自身の選挙公約（さ

とこビジョン）の達成状況の調査を職務として補佐させていると主張する。

また、職員は、政治的目的のためにその地位を利用して活動してはならな

いとされ、区長の指示により政治活動に従事した場合、地方公務員法第36

条（政治的行為の制限）に違反する行為であると主張する。 

区の主要な計画については、杉並区自治基本条例（平成14年杉並区条例

第47号。以下「自治基本条例」という。） 第14条第１項で、基本構想を区

の最上位の計画（区政運営の指針）と位置づけ、区議会の議決を経て定め

ることとし、その実現を図るため、総合的な施策に関する計画等を策定し、

総合的かつ計画的な区政運営に努めることとしている。 

また、同条第２項で、当該計画等のうち主要なものについて、目標に対

する進捗状況の管理を行うとともに、毎年度１回、当該進捗状況を区議会
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に報告し、かつ、公表することとなっている。 

請求人は、本件職務が政治活動の補佐であり、地方公務員法第36条（政

治的行為の制限）に違反すると主張するが、上記②で述べたとおり、当選

後の区長の選挙公約（さとこビジョン）について、区長の補助機関である

各部の職員がその実務を担うこと（各計画等に反映させ、それぞれの分掌

事務に関連した進捗管理を行うこと）は当然であり、自治基本条例第14条

に基づく職務であると解することができる。区の主要な計画に含まれない

事務事業についても、およそ区の取組の中に反映し、進捗管理を行ってい

くことは、補助機関に当然に求められることである。 

また、杉並区組織規則（昭和50年杉並区規則第９号）第11条では、政策

経営部企画課の分掌事務として、「基本構想及び総合計画等に関すること」

及び「事務事業に関する総合的な調整及び調査に関すること」が定められ

ている。企画課長が、各部の分掌事務に関する区長の選挙公約（さとこビ

ジョン）の達成状況について調査を行ったことは、その分掌事務について

その職責と権限のもとに行ったものである。 

なお、企画課長は、事実認定(５)④にて、政策経営部長、両副区長、区

長に達成状況報告書の原案について報告の上、内容確認を依頼し、区長等

の意見、指摘を受け、企画課にて達成状況報告書を修正し、完成させてい

る。これは、杉並区役所処務規程（昭和40年杉並区訓令甲第６号。以下「処

務規程」という。）第５条第５項の「課長（中略）は、課の事務又は担当事

務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて関係部長に報告する」とい

う規定に基づき、行われたものと解するのが相当である。 

また、平成15年１月17日最高裁判所判決では、「地方公務員法の規定に

よれば、地方公共団体の職員は、上司の職務上の命令に忠実に従わなけれ

ばならないものとされており（同法32条）、上司の職務命令に重大かつ明

白な瑕疵がない限り、これに従う義務を負うものと解される」としている。 

職員が上司の職務上の命令に従うことについては、処務規程第６条第２

項で、「係長及び担当係長は、課長又は担当課長の命を受け、係の事務又は

担任事務を処理する。」とし、同条第３項で、「主査は、課長又は担当課長

の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、専門的な事務等を

処理する。」とし、処務規程第７条で、副区長、部長等、課長等、係長等以

外の職員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従い、職務に専

念しなければならないと定められている。 

このことから、権限に基づく企画課長の職務命令を受けた企画課職員が、

調査結果を取りまとめ、区公式ホームページに公表したこと、また、企画

課長の依頼を受けた各課長の職務命令に従った職員が各部の所管する計

画等の事業に関して回答を行ったことについても、職務命令に基づき、分

掌事務に従事したと解することができ、請求人が主張する地方公務員法第

36条の政治的行為には当たらず、違法性・不当性は認められない。 
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④ 結論 

本件職務について、違法又は不当な点は認められず、従事した職員の令

和６年９月分の給料の支出も適法かつ適切に行われていたものと認めら

れる。  

以上のことから、本件監査請求については、理由がないものと認められ

るので、これを棄却するのが相当である。 
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(２) 請求に理由があるとする監査委員の見解（吉田あい監査委員） 

① さとこビジョンと行政計画との関係について 
 

「さとこビジョン」は、令和４年６月19日執行の杉並区長選挙において、

候補者である岸本聡子氏が掲げた政治家としての選挙公約であり、区の意

思決定を経たものではなく、行政計画とは異なるものである。このことは、

区も認めているところである。 

この点に関し、区は、抗弁書で、「区長選挙公約は、選挙の際には候補者

として有権者に約束した区政で実現したい取組や目標であるが、当選後は

区長による行政運営の指針として機能するものであり、単なる私的な政治

活動ではなく、行政運営や行政計画と密接に関連する性質を有している」

と主張する。 

しかしながら、「さとこビジョン」のうち、区政と関連性を有するものが

あったとしても、区の行政計画に落とし込まれていない以上、政治家たる

岸本聡子氏個人の選挙公約に過ぎないと解するのが相当である。 

② 元杉並区長、前杉並区長及び他区の現職区長の意見について 

山田宏元杉並区長及び田中良前杉並区長の意見を聴取したところ、「区

長公約は、区の意思決定を経てから計画化・予算化し、進行管理すべきも

のである」、「区長個人の名前を、あたかも区の計画のように扱い、区ホー

ムページで公表することは、区政の私物化とのそしりを免れない」との見

解を得た。 

また、他区の現職区長の意見を聴取したところ、「区長公約は、政策経営

会議等の意思決定機関での議論を経て、区の計画事業として執行すべきも

のである」との見解を得た。 

いずれも、極めて妥当な見解であると考える。 

③ 他自治体における首長公約の取扱いについて 

行政計画に落とし込まれていない首長の選挙公約について、令和７年10

月２日の令和７年第３回杉並区議会定例会決算特別委員会の安斉あきら

委員の質疑により、都内の他自治体（22区、26市）のうち、37自治体にお

いて、職員による進行管理が行われていないことが判明した。 

その主な理由は、以下のとおりである。 

ア 首長が掲げる選挙公約は、首長選挙候補者として掲げた政治的公約で

あるため。 

 行政計画等に位置付けられれば、行政機関として施策の推進、進捗管

理が必要となるが、政治家としての首長個人の公約に留まる限り、行政

機関は関与しないことが政治的中立を保つうえで適切と考える。 

イ 行政計画に位置付けがないため。 

ウ 職員が中立性を保つため、政治的公約には関与しないため。 

エ 首長個人の政治信条に基づくものであるため、行政計画に反映される

予定がないものについて自治体として関与をしていない。 
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オ 全ての公約が総合計画等の行政計画に含まれているわけでないため、

公約の進行管理は行っていない。 

カ 公約は“選挙の立候補者が当選後に実施すると有権者に約束する事

柄（公約はイチ政治家の約束事であり、自治体の長としてのモノではな

い）”であり、それを公務として進捗管理することは、政治的中立性が

担保されないため。公約については、首長自身がブログ等でその進捗を

公表している。 

キ 政策として行うのであれば、行政計画等に盛り込み進捗を管理すべき

であり、そのほかの公約に係る進捗管理は行政職員が行うべきではない

と考えるため。 

 また、質疑で紹介された自治体以外も、行政職員が首長公約を進行管

理していない理由はおおむね同様であったとの発言があった。 

④ 「さとこビジョン」を区が進行管理することについて 

地方公共団体の執行機関が、行政の政治的中立性を堅持することは、憲

法上の基本的な要請である。 

本件のように、行政計画に落とし込んでいない区長公約を、職員が区長

の決裁を経ずに進行管理することは、政治的中立性の要請に鑑み、より慎

重でなくてはならず、少しでも疑念が生じる可能性があるのであれば、職

員が行うべきものではない。 

令和６年度杉並区各会計決算審査意見書の区政運営についての意見要

望において、「今後も、計画等の趣旨に沿って、施策や事業の進捗状況、数

値目標の達成度を逐次確認し、常に現状の到達点を明らかにして、新たな

計画事業等が着実に推進されるよう取り組まれたい。」と述べたとおり、

行政計画を着実に推進するためには、達成状況や進捗状況を把握すること

が不可欠であると考える。 

このためには、区の意思決定を経て、行政計画に「さとこビジョン」を

落とし込んだ上で、進行管理をすれば、何ら問題はないと考える。 

また、前述した安斉あきら委員の質疑において、「「さとこビジョン」は

多岐にわたるため、区が進行管理をしている。計画に落とし込むには、タ

イムラグが生じる場合がある。」旨の区の答弁があったが、北区では、やま

だ加奈子区長（令和５年就任）の公約を、改定した基本計画に「７つの主

要政策」と位置付け、さらに150の項目は事務事業と連動して、公表してお

り、区においても、同様の対応をすべきであったと考える。 

なお、達成状況報告書の表紙には、区のコミュニケーションマークとそ

の下に「政策経営部企画課」と記載されているが、あたかも「さとこビジ

ョン」を区が作成したかのように誤認させる可能性があるものであり、厳

に慎むべきものである。 

⑤ 結論 

以上のとおり、区が「さとこビジョン」を、行政計画に落とし込まずに

進行管理することは、憲法上の要請である行政の政治的中立性の要請に反
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し、違法又は不当であると解するのが相当であり、職員が、職務として、

勤務時間内に行った本件職務に要した時間に相当する人件費の支出は、違

法又は不当である。 

なお、当該人件費の額については、区長の抗弁書等において、明らかに

されていないので、適正に算定されるべきである。 

以上のことから、本件監査請求については、理由があると認められるの

で、これを認容するのが相当である。 
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別 紙 ２ 

７杉並第 35176 号 

令和７年９月 24 日 

 

 杉並区監査委員 宛 

 

   杉並区長 岸本 聡子 

 

 

区長の選挙公約の達成状況の作成等に関する住民監査請求に基づく監査の実施

に伴う抗弁書の提出について 

 

 令和７年９月 16日付け７杉監査第 284号により通知のあった標記の件につい

て、別紙のとおり提出します。 
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抗弁書 

 

 杉並区職員措置請求書（区長の選挙公約の達成状況の作成等に関する住民監査請求）に関し、

下記のとおり抗弁します。 

 

記 

 

１． 区長公約（さとこビジョン）の達成状況（令和 6年 6月末現在）を公表するまでの経緯 

① 令和 4年 7月 11日：岸本聡子が杉並区長に就任。 

② 令和 4年 7月 12日～20日：各部の事業や課題等を区長に説明するとともに、区長が選挙公約と

して掲げていた「さとこビジョン」の実現に向けた課題整理を行った。 

③ 令和 4年 7月 22日：政策経営部長から各部長宛、「区長公約（いわゆる「さとこビジョン」）に向けた

取組概要調査票の作成について（依頼）」を発出し、「さとこビジョン」の課題・取組を整理した資料

の作成や各項目を以下の 4区分に仕分けることを依頼した。 

A：令和４年度中または令和５年度当初から実現できるもの 

B：期間を区切って（概ね令和５年度までの間に）これまでの取組の検証等を行い、今後の方針を 

決定すべきもの 

C：令和６年度以降を見据え、時間をかけて検討を行うべきもの 

D：すでに実施しているもの 

④ 令和 4年 7月 22日～8月 1日：各部が依頼内容に基づき、資料を作成。 

⑤ 令和 4年 8月～11月：企画課で提出資料の内容の確認、必要に応じて所管課から聴取、政策経 

営部長、副区長、区長の確認。 

⑥ 令和 4 年 8 月 23 日：区政の最高方針及び重要施策等を審議決定するとともに重要な事項の調

整を行うことを目的とした経営会議において「杉並区総合計画等の修正に関する基本方針につい

て」を付議し、令和 4 年度を始期として策定した総合計画等について、新区長就任に伴う区長選

挙公約等を踏まえ、早急に対応を要する内容に関する部分修正を行うことを決定。 

⑦ 令和 4年 9月 14日：区議会の第 3回定例会の代表質問において、議員から「区長は職員とのミ 

ーティングの際に資料があったことを所信表明で明らかにしている。通常この種の資料は、内部資 

料扱いとなり、公にされないが、当該資料は今後、区長との議論を深める上で有効な一次資料と 

なり得ることからも、資料そのものを議会へ提出するよう要望するが、見解を」という質疑が有り、区 

長は「個々の公約と区の取組内容との関連を分類した資料については、わかりやすく整理した上

で、議会にもご提供する」と答弁した。 

⑧ 令和 4 年 9 月 28 日：区議会の常任委員会である総務財政委員会にて「杉並区総合計画等の修

正に関する基本方針について」を報告。 

⑨ 令和 4年 11月 10日：「さとこビジョン」の実現に向けた取り組み概要を区公式ホームページで公 

表。 

⑩ 令和 4年 11月 28日：区議会の全員協議会において実行計画等の一部修正案について、説明。 

⑪ 令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 1 月 4 日：実行計画等の一部修正案について区民等の意見提

出手続を実施。  

⑫ 令和 5 年 1 月 26 日：区議会の予算特別委員会に対応するため、企画課長より各庶務担当課宛

「「さとこビジョン」の実現に向けた取組概要調査票の更新について（依頼）」を発出。 

1 
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⑬  令和 5 年 1 月 26 日～2 月 10 日：令和 4 年 7 月に行った調査「さとこビジョン」の実現に向けた

取組概要調査票の内容について、現時点の進捗状況を踏まえ、再度仕分け、取組内容を修正。 

⑭ 令和 5年 2月 15日：区議会の予算特別委員会にて実行計画等の一部修正を報告。 

⑮ 令和 5年 3月 15日：区議会の令和 5年第１回定例会で公約を反映した予算が成立した。 

⑯  令和 5年 4月 17日：経営会議において「杉並区総合計画等の改定に関する基本方針について」  

を付議し、区長選挙公約において示された取組の実現や、区民参画に基づく対話協調型区政の 

更なる推進等を念頭に置き、令和 6年度に実施することとしていた計画改定を 1年前倒しし、令 

和 5年度に実施していくこととすることを決定。 

⑰ 令和 5 年 6 月 12 日：総務財政委員会にて「杉並区総合計画等の改定に関する基本方針につい

て」を報告。 

⑱ 令和 5年 10月 30日：全員協議会において、実行計画等の一部修正案について説明。 

⑲ 令和 5年 10月 31日～令和 5年 12月 4日：区民等の意見提出手続を実施。  

⑳ 令和 6年 2月 9日：令和 6年区議会第 1回定例会の代表質問において議員から「区長が掲げた 

公約と現実との整合性についてどのように受け止めてるか、また、区民に対し、そのことをどのよう 

に発信していくか」という質疑が有り、区長から「７月には就任から２年の折り返し地点を迎えます 

が、その時点で一旦整理をして、しかるべき方法で区民の皆様へお示ししたいと考えております」 

と答弁した。 

㉑ 令和 6年 2月：令和 6年度 予算審査のための資料請求に対し、3件の区長の選挙公約取組状 

況等の資料を区議会事務局に提出。 

㉒ 令和 6年 3月 18日：区議会の令和 6年第１回定例会で公約を反映した予算が成立した。 

 

㉓ 令和 6年 5月 9日：上記⑳の区長答弁を受け、企画課長から各部庶務担当課長宛「区長公約（さ 

とこビジョン）の達成状況調査について（依頼）」を発出し、各部が令和 6年 6月末時点の状況を 

踏まえ、各項目を以下の 8区分に仕分けることを依頼した。 

ア：岸本区長就任（令和 4年 7月）以前にすでに実施しているもの 

イ：令和 5年度までに実現したもの 

ウ：令和 6年度 6月末までに実現したもの 

エ：令和 6年度 6月末までに一部実現したもの 

オ：令和 6年度末までに実現が見込まれるもの 

カ：令和 6年度末までに一部実現が見込まれるもの 

キ：実現に向けて引き続き検討するべきもの 

ク：公約どおりの実現は難しいものの代替方法により実施するもの 

㉔ 令和 6年 5月 9日～24日：各部が依頼内容に基づき、資料を作成。 

㉕ 令和 6 年 5 月～8 月：企画課で提出資料の内容の確認、必要に応じて所管課から聴取、政策経

営部長、副区長、区長の確認。 

㉖ 令和 6年 8月 30日：「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」を 

区公式ホームページで公表。 

㉗ 令和 6年 9月：令和 5年度 決算審査のための資料請求に対し、1件の区長の選挙公約取組状 

  況等の資料を区議会事務局に提出。 

㉘ 令和 6年 9月 20日：「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」の 

一部を修正、区公式ホームページに再掲載。 
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２．区長選挙公約の行政的性質 

区長選挙公約は、選挙の際には候補者として有権者に約束した、区政で実現したい取組や目標

であるが、当選後は、区長による行政運営の指針として機能するものである。区長選挙公約は単

なる私的な政治活動ではなく、行政運営や行政計画と密接に関連する性質を有しており、補助機

関である区職員がこれを受け止め、各種計画等に反映させる等の進捗管理を行うことは、行政と

して通常の対応と考える。 

また、分掌事務として政策経営部は「行財政の総合的な調査、計画及び調整並びに予算に関す

ること」を所掌している。部内の企画課は「基本構想及び総合計画等に関すること」および「事

務事業に関する総合的な調整及び調査に関すること」を所掌しており、各部の横断的な事項につ

いて取りまとめを行う役割を担っている。  

このため、区長選挙公約の内容を整理し、関係部署と調整のうえ、その進捗状況を確認し、計

画等に反映させる業務を企画課が担うことも、行政運営上合理的な対応であると考える。 

また、平成 23 年 11 月 11 日衆議院浅野貴博議員の第四十五回衆議院議員総選挙並びに第二十

二回参議院議員通常選挙における民主党公約と政府の施策との関係に関する質問主意書の質問

に対する内閣答弁（衆質 179 第 25 号）においても、選挙公約について行政がその実現に向けて

誠実に取り組むことが基本であるとされており、その時々の経済社会情勢や国際情勢の変化、政

策の優先順位等を踏まえ、適切に対応していくことは、行政として当然の職務であると位置づけ

られている。 

 

３．「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」の公表の適法性 

地方公務員法第 36 条は公務員の政治的行為を制限しているが、対象となるのは「選挙運動」

「政党活動」など、政治的目的をもった行為である。本件は選挙活動ではなく、行政運営の一環

としての政策評価・報告であり、政治的目的をもった行為には該当しないと認識している。 

すなわち、「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」の公表は、事 

実の整理に基づくものであり、選挙運動や投票依頼に該当するものではない。 

また、他自治体（例：東京都北区、茨城県つくば市、北海道札幌市、愛知県一宮市など）でも、

首長公約の達成状況を行政として公表している。 

 

４．「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」の公表の行政的必

要性 

「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6年 6月末現在）」の公表は、区とし

て行政運営の一環として職員が職務として行ったものであり、区政運営の透明性向上と住民への

説明責任を果たすためのものである。 

なお、「区長公約（さとこビジョン）の達成状況のご報告（令和 6 年 6 月末現在）」の公表は、

令和 4 年 9 月 28 日に総務財政委員会へ報告した「杉並区総合計画等の修正に関する基本方針」

や令和 5年 6月 12日に総務財政委員会へ報告した「杉並区総合計画等の改定に関する基本方針」

に基づき、計画に反映させる等、行政的対応として業務を遂行しており、これは、区長の選挙公

約の実現に向けて、計画への反映状況を適宜把握し、必要に応じて修正・見直しを行うなど、行

政として対応しているものであり、結果として区長選挙公約の進行状況を管理する役割も果たし

ている。 
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５．職員への給料の支給の適法性 

本請求における「人件費」の定義については判然としないが、ここでは杉並区職員の給与に関

する事項を定めた「杉並区職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）」及び給与条例

の施行について必要な事項を定めた「杉並区職員の給与に関する条例施行規則（以下「規則」と

いう。）に基づく「給料」の支給について述べる。 

（１） 給与条例及び規則における定義 

① 給料 

給料は、地方自治法において、労務に対する対価と解され、給与条例第２条第１項において、

「杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第２条、第３条第１項及び第２項並びに

第５条第１項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬」と規定している。つまり、

給料とは、職員が職務遂行を果たすために行った勤務に対する対価として支給されるものであ

る。 

② 給料の支給方法 

給料の支給方法については、給与条例第７条第１項及び第２項において「給料は、月の１日か

ら末日までの期間（以下「給与期間」という。）につき、給料月額の全額を月１回に支給する。

給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。」と規定し、さらに規則第２条第１項

において「給料の支給日は、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関

する法律（昭和 23年法律第 178号）に定める休日（以下「日曜日等」という。）に当たるときの

支給日は、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日とする。」としている。 

（２）令和６年９月の支払について 

地方自治法第 242 条第２項において、財務会計上の行為のあった日または終わった日から１

年を経過したときは、住民監査請求をすることができない、とされていることから、本請求の対

象範囲である令和６年９月に支給した給料の分について述べる。 

当該支給は、９月分給与として、令和６年９月１日～９月 30日までの間の正規の勤務時間に

よる勤務について、総務部職員厚生担当課長を決裁権者として支出負担行為及び支出命令（決

裁日はいずれも令和６年９月５日）を行い、令和６年９月 13 日（15 日が日曜日にあたったた

め、規則に基づく 15日に最も近い日曜日等でない日）に職員へ口座振込により支給したもので

ある。 

（３）支払の適法性について 

以上のとおり、令和６年９月の職員への給料支払は、上記２～４で述べたように職員が職務

として行った勤務に対して、給与条例及び規則に基づき、適法適切に行ったものであり、違法不

当な支出にはあたらない。 

 

６．その他の補足 

  パワーハラスメントや職員の労働環境への影響については、本件財務会計上の違法性とは関係

しないため、抗弁の対象外とした。 

 

以上より、本件職員措置請求における主張には法的根拠が乏しく、区の対応は適法かつ妥当で

あると考えます。監査委員におかれては、請求内容の法的妥当性を慎重にご判断いただきたく、

ここに抗弁いたします。 
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